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実地指導を通じての留意点について
運営基準（全般）

療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、障害者支援施設
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【指摘事例】

① 運営規程
✻必要事項が記載されていない。
✻実態と異なる。
✻重要事項説明書と相違がある。

② 利用者への説明
✻報酬改定が行われた際に、改定後の基本報酬額、加算額等について利用者に説明していない。

③ 重要事項説明書
✻必要事項が記載されていない。
➣第三者評価の実施状況の有無
➣利用者が負担する費用（利用料、基本報酬・加算）
➣苦情解決体制
➣虐待防止のための措置

１ 運営規程、重要事項説明書等（１／３）



【改善のポイント１】

①運営規程
✻障害福祉サービス基準省令第67条、89条、123条、障害者支援施設基準省令第41条等に
規定された内容を漏らさずに記載する。
✻実態及び重要事項説明書と相違がないか確認する。

②利用者への説明
✻報酬改定後の基本報酬額、各種加算額をまとめた書面を交付し、説明を行い、同意を得て
保管する。

１ 運営規程、重要事項説明書等（２／３）



【改善のポイント２】

③重要事項説明書
✻第三者評価を受審していない場合でも「第三者評価の実施 無」と記載する。
✻利用者から受領する費用（利用料、基本報酬、各種加算の種類と金額）等、必要な事項を
漏れなく記載する。
❕新たに算定することとなった加算も忘れずに

✻苦情解決体制を具体的に記載する。
➣苦情の受付方法、設置状況（窓口、責任者等）、解決の手順等
➣外部相談機関の電話番号等連絡先
（第三者委員、給付決定市町村、県福祉サービス運営適正化委員会等）

✻虐待防止のための措置に関する事項を具体的に記載する。
➣虐待防止に関する責任者の選定
➣苦情解決体制の整備
➣従業員に対する虐待防止を啓発・普及させるための研修の実施

１ 運営規程、重要事項説明書等（３／３）



【指摘事例】

① 重要事項が事業所の見やすい場所に掲示されていない。

② 複数のサービスを提供している事業所・施設で、掲示されていない

サービスがある。

③ 古い状態のものが掲示されている。

２ 掲示（１／２）



【改善のポイント 】

①利用申込者のサービスの選択に役立つ重要事項を見やすい場所に掲示する。
➣運営規程の概要
➣従業者の勤務体制
➣協力医療機関（療養介護を除く）
❕利用者の手が届く見やすい場所に、ファイルに綴じて保管することでも可。

②掲示してある資料に不足がないかを確認する。

③掲示すべき資料の内容に変更が生じた場合、掲示も更新する。

２ 掲示（ ２ ／２）



【指摘事例】
①配置不足・資格がない
✻サービス提供職員（看護職員、理学療法士又は作業療法士、生活支援員、地域移行支援員
等）の配置が不足している。
✻管理者、サービス管理責任者が未配置もしくは不足している。
✻サービス管理責任者が必要な資格を有していない。

②勤務体制
✻勤務表が未作成、勤務実績の管理が不十分、兼務状況等が不明確。

③管理者の兼務
✻管理者が離れた場所の別の事業所で兼務を行い、管理業務に支障が生じている。
④生活介護：基準人員（看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員）
の計算方法・人員配置体制加算の利用者の数
✻利用者数の計算方法が間違っている。

３ 人員基準（１／５）



【改善のポイント①】

利用（入所）者に対して適切な支援を行うため、人員基準を満たす職員配置
をする必要があります。

✻基準で求められている員数を確認の上、必要な職種を必要な数以上配置する。

✻常勤又は専従といった員数以外の要件についても確認が必要。要件を満たし

ていない場合も人員欠如減算の該当となる。

３ 人員基準（２／５）



【改善のポイント②】

月ごとに人員配置の計画を立て、勤務表を作成し、勤務実績についても確認

のうえ、記録をする。

✻勤務表に記載すべき事項
➣従業者の日々の勤務時間、職務の内容

➣常勤・非常勤の別

➣管理者との兼務関係

★人員基準を満たす配置ができない場合、「人員欠如減算」となります。★
（療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練）

① サービス提供職員の人員欠如
② サービス管理責任者の人員欠如
③ 常勤又は専従等、員数以外の要件を満たさない。

３ 人員基準（３／５）



【改善のポイント③】

管理者は当該事業所の運営管理の責任者であり、原則は「専らその職務に従事」
することになっており、兼務は「管理上、支障がない場合」に限られる。

✻管理者の可能な兼務

➣ 当該事業所のサービス管理責任者又は従業者。

➣ 他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等の管理者、サービス管理責任者、もしくは従業者。

（兼務するサービスの専従等要件に注意）

（当該事業所の管理業務に支障がないと認められる場合に限る）

３ 人員基準（４／５）



【改善のポイント④】

生活介護の基準人員（看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員）の
計算方法・人員配置体制加算の利用者の数は、前年度の利用者の数の平均値及び
平均障害支援区分に基づき計算をする。

✻生活介護の看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員については、前年度の
利用者数の平均値及び平均障害支援区分に応じて、常勤換算方法により必要数を配置する。

✻利用者数の平均値は、前年度の利用者延べ数を開所日数で除して得た数（小数点第２位
以下切り上げ）とする。

３ 人員基準（５／５）



【指摘事項等】

① 非常口周辺に物が置かれ、避難時の妨げになっている。

② 非常災害訓練が実施されていない。もしくは回数が不足している。

③ 消防計画を作成する必要があるが作成されていない。

④ 風水害、地震等の災害に対する対応方針（マニュアル）が作成されていない。

４ 非常災害対策（１／３）



【改善のポイント①】

利用者や職員の安全確保のため、消防関係法令等で求められていることに
対し、所轄消防署に確認の上、対応するほか、所存地域の環境等を踏まえた
非常災害の体制を整備しておく必要があります。

✻非常口周辺や通路は常に整理しておくほか、速やかに避難できる体制

を整えておく。

✻訓練は年に２回以上行う。

➣入所施設においては昼間の訓練のほか、夜間又は夜間を想定した訓練も実施する。

➣訓練の実施にあたっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。

４ 非常災害対策（２／３）



【改善のポイント②】

・防火管理者を選任し、所轄消防署へ届出を行う。

✻職員の異動や施設の増改築時には計画を見直し、所轄消防署へ変更の届出を行う。
✻消防計画の内容は事業所・施設内の研修等で従業者に周知する。

・事業所の規模や形態により、消防計画の作成が求められていない場合も含め、
火災、地震、風水害の場合に、従業者が役割を分担し、速やかに対応できる
よう、非常災害対応マニュアル等を作成し、認識を共有しておく。

✻竜巻や台風、付近に河川が流れる場合は洪水や氾濫への対応策を検討する。
✻地域との協力体制を築くよう､日頃からの交流に努める。

４ 非常災害対策（３／３）



【指摘事例等】

①契約支給量等が受給者証に記載されていない。

②サービス提供の記録・確認がされていない。

③利用者に対し、介護給付の額に係る通知がされていない。

④秘密保持に係る必要な措置が講じられていない。

⑤業務管理体制届出書を関係行政機関に届け出ていない。

⑥預り金が適切に取り扱われていない。

５ その他（１／３）



【改善のポイント①】

①利用者と提供に係る契約が成立した時は、受給者証に事業者及び事業所の

名称、内容、契約支給量、契約日等の必要な事項を記載し、最新の状況が

確認できるようにしておく。

②サービスを提供した際は、提供日、内容その他の必要事項を、提供の都度

記録し、利用者の確認を得る。

③法定代理受領により介護給付費等の支給を受けた場合は、利用者にその額

を通知する。

５ その他（２／３）



【改善のポイント②】

④ 事業所の従業者及び管理者（であった者を含む）が、正当な理由なく、
業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないよう、法人は採用

時等に誓約書を取り交わす等の必要な措置を講じる。

他の事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、

あらかじめ同意を得る。

⑤ 法令遵守責任者の選任等、法令を遵守するための業務管理体制を整備し、

関係行政機関へ届出を行う。

⑥ 預り金を管理する場合は、利用者との契約に基づき適切に行う。
✻預り金は、管理規程等により適切に管理する必要があります。不正防止のため、金銭の管理
は２人以上が関わるようにし、常に金銭の流れを明確にしておいてください。

５ その他（３／３）



◎指定事業者として法令等に則って、適切な施設、事業所運営を行い、利用者
に対するサービス向上に努めてください。

６ 虐待防止、身体拘束の取り組み（令和４年度義務化）

障害者虐待防止に係る取組み
○委員会の開催や研修の実施等

身体拘束等の適正化に係る取組み
○ 委員会の開催、指針の整備、研修の実施等
※注意
令和５年４月１日から「身体拘束廃止未実施減算」の対象。また、身体拘束の対象者がいなくても、
事業者側で身体拘束に対応できる体制が整っていない場合も減算の対象。



７ 参考（２／１）

○用語解説

「常勤」とは・・・
指定障害福祉サービス事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数

（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする）に達していることをいいます。
同一の法人によって、当該事業所に併設されている事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われるこ

とが差し支えないものについては、それぞれに係る時間数の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤
の要件を満たす。

「専ら従事する」、「専従」とは・・・
原則として、サービス提供時間帯を通じて指定障害福祉サービス等以外の職務に従事しないことをいう。
この場合のサービス提供時間帯とは、従業者の指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間（療養介護及び生活介護

については、サービスの単位ごとの提供時間）をいい、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。



７ 参考（２／２）

○関係法令等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 （平成17年法律第123号）

【障害福祉サービス】
・基準省令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準 （平成18年厚生労働省令第171号）

・解釈通知
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準について （平成18年12月6日障発第1206001号）

【障害者支援施設】
・基準省令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関

する基準 （平成18年厚生労働省令第172号）

・解釈通知
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関

する基準について （平成19年1月26日障発第0126001号）


